
議題（４）清瀬市みどりの保全･創生に関する補助金（案）について
経緯
各助成金制度の是非について、助成金適正化委員会から「本来の補助目的と効果は、現行の補助金の活用方法では達成できるものではない」という見解が出され、「廃止」との評価を受け、それに対して、生け垣助成の要件で、フェンスと生け垣設置を併用する場合の補助対象要件の見直し、また、民地等における危険木や病害虫防除等への剪定等実施を新規対象として整備し、「廃止」から「現状維持」へ転換を目指す。
補助要件
　　　
	
	
	

	区分
	補助要件
	基準額

	
	市内在住かつ個人所有又は管理する宅地
	

	生垣の造成
	（１）　生垣用の樹木の１本の高さが８０センチメートル以上かつ枝幅３０センチメートル以上であること。
（２）　生垣の植栽数は１メートル当たり２本以上とし、生垣の総延長は３メートル以上（道路に面している部分に限る。）あること。
（３）　生垣の前にフェンスを設置する場合は、透過率７０％以上のフェンスであること。
（４）　ブロック塀等を撤去する場合は、地表から６０センチメートル以上の高さのブロック塀等の撤去（道路に面している部分に限る。）であること。
	（１）　生垣の造成　１メートル当たり１０，０００円とし、２０メートルを限度とする。
（２）　ブロック塀等の撤去　１メートル当たり６，０００円とし、２０メートルを限度とする。

	花壇の造成
	（１）　花壇の総延長が３メートル以上（道路に面している部分に限る。）、道路境界から奥行７０センチメートル以上（縁石を含む。）かつ面積２．１平方メートル以上（縁石を含む。）あること。
（２）　花き等の植栽数は、１平方メートル当たり、低木（植栽時に0.3メートル以上1.2メートル未満）は５株を標準とし、花き（多年生植物）は１２株を標準とする。ただし、花き等の種類等によっては、現地調査等により、適切と認める場合はこの限りでない。
（３）　ブロック塀等を撤去する場合は、地表から６０センチメートル以上の高さのブロック塀等の撤去（道路に面している部分に限る。）であること。
	（１）　花壇の造成（花き等の購入を含む。）　１メートル当たり１０，０００円とし、２０メートルを限度とする。
（２）　ブロック塀等の撤去　１メートル当たり６，０００円とし、２０メートルを限度とする。

	フェンス
の緑化
	（１）　既存のフェンス及び新たに設置するフェンスに、多年生つる性植物を列植すること。
（２）　列植部分の総延長が３メートル以上（道路に面している部分に限る。）あること。
（３）　フェンスの後ろ側（宅地側）に植栽する場合は、透過率７０％以上のフェンスであること。
（４）　ブロック塀等を撤去する場合は、地表から６０センチメートル以上の高さのブロック塀等の撤去（道路に面している部分に限る。）であること。
（５）　前号に規定するブロック塀等を撤去する場合は、フェンスの設置経費も補助の対象とする。
	（１）　フェンスの設置　１メートル当たり５，０００円とし、２０メートルを限度とする。
（２）　フェンスの緑化　緑化延長に１メートル当たり２，０００円とし、２０メートルを限度とする。
（３）　ブロック塀等の撤去　１メートル当たり６，０００円とし、２０メートルを限度とする。

	危険木の剪定
	（1）危険木が倒れることで人命及び財産に被害を方得る恐れがあるまたは、ナラ枯れ等の病害虫の被害等により枯死枯損している。
（2）胸高直径が25㎝以上、かつ樹高が５ｍ以上ある。
	（1）補助対象経費の２分の1を限度とする。


補助金額

　　　１０万円（最大）

実施期間

令和５年７月から（予定）
周知方法

　市報及び市ＨＰを活用
資料５











